
※２　市外からの参加者で、市内の宿泊施設に宿泊する中学生以上の延べ宿泊数
　　　 とし、小学生以下は対象外とします。また、合宿においては２泊以上の日程で
　　　 宿泊する者の延べ宿泊数とします。

※１　合宿所・スポーツ施設に付随する宿所・キャンプ場・コテージ等を除きます。


